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令和６年度農林水産関係補正予算の概要

近畿農政局京都府拠点
発行：令和６年12月17日

農林水産省 大臣官房予算課

https://www.maff.go.jp/j/budget/r6hosei.html

代表：03-3502-8111（内線3164） ダイヤルイン：03-3501-3716

農林水産省は、令和６年度農林水産関係補正予算を取りまとめました

ので、お知らせします。 詳細につきましては、以下のウェブサイトをご覧く

ださい。

【令和６年度農林水産省関係補正予算の概要】

【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

総額 ８,６７８億円   公  共：３,９１７億円
非公共：４,７６１億円

「令和６年度農林水産関係補正予算の概要」農林水産省ホームページ

Ⅰ 新基本計画推進集中対策
１ 地域農業を支える食料供給基盤の強化

２ 食料安全保障の強化に向けた構造対策

Ⅱ 物価高騰等の影響緩和対策

Ⅲ 「総合的なTPP等関連政策大綱」に基づく施策の実施

Ⅳ 持続可能な成長に向けた農林水産施策の推進

Ⅴ 防災・減災、国土強靭化と災害復旧等の推進

：3,037億円
：2,537億円
： 905億円
：2,449億円

物価高騰影響緩和対策
TPP等関連施策

新基本計画推進集中対策
うち食料安保構造転換対策

https://www.maff.go.jp/j/budget/r6hosei.html


２

「プレスリリース」近畿農政局ウェブサイト
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/241125.html

近畿農政局 農村振興部 都市農村交流課 担当者：楠本、奥、小原
代表：075-451-9161（内線2591,2592,2593） ダイヤルイン：075-414-9065

○個人部門

団体名/氏名：中川 元宏（亀岡市）

従来とは異なり、雑草を春まで放置して長
く伸ばし浅く鋤倒して乾燥後、発酵させる

【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

取組の概要

～近畿における地域の活性化や所得向上の優良事例を選定～

○ビジネス・イノベーション部門

団体名/氏名：株式会社南山城（南山城村）

【選定結果】

道の駅加工場で自社製造のお茶スイーツ

農林水産省及び内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村
」の実現に向けて、農山漁村の地域資源を引き出すことにより地域の活性化
や所得向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村（むら）の
宝」（第11回選定）として選定しました。

  近畿地区から応募のあった事例の中には、今回選定された取組以外にも優
れた取組があることから、近畿農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第
８回）として独自に選定し、今回京都府から２地区が選定され、令和６年12月25
日（水）に近畿農政局で選定授与式を行います。選定授与式の詳細につきまし
ては、近畿農政局京都府拠点までお問い合せください。

取組の概要

近畿農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第８回）の選定

株式会社南山城は、道の駅整備計画をきっか
けに一次産業を支える地域商社として設立。
道の駅お茶の京都みなみやましろ村を第３セク
ターで運営。日本茶高級ブランド宇治茶の産地と
して、日本茶をはじめとしたお茶の加工品をブラ
ンド化し製造・販売。新たな雇用を生み出し、南
山城村に年間５８万人の来訪者を呼び込む。

亀岡市において令和２年にJAS認証を取得し、
無農薬無化学肥料の自然栽培方法を独自で開
発・実践。また、亀岡市と連携して亀岡オーガニ
ック農業スクールで実習指導行うなど、社会貢
献活動に努めている。

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/241125.html


３

BUZZMAFF 『となりの近畿』

今回の動画では、農水
省に選考採用試験で入
省した職員が「農水省に
転職して感じたこと」をあ
るある形式でご紹介いた
します。
農水省に転職して奮闘
する職員のリアルな姿を
知っていただけたら幸い
です。

https://www.youtube.com/watch?v=6a-iPgO_2rA

【ウェブサイトアドレス】
「YouTube」外部リンク

「 BUZZ MAFF『となりの近畿』」近畿農政局ウェブサイト
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/video/b10.html

「となりの近畿」では、若手職員を中心に、となりにあるとほっこりするような近畿農業の
魅力をお届けします。

「農水省に転職してみた人」あるある２

「食と農をつなぐ朝ごはんコンテスト2 0 2 4 」～おむすびで未来につ
なごう朝ごはんの輪～の開催について
近畿農政局及び大阪ガスネットワーク株式会社は、食に対する意識や行動の変化を促

すことを目的とし、学生の皆様に地元近畿の有機農産物等を用いた朝ごはんのレシピを自
ら考え作っていただくコンテストを開催します。また同コンテストの表彰式を当日公開で行い
ます。ご参加ご希望の場合は会場に限りがありますので、１月15日（水曜日）17時までに必
ず下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【表彰式の開催日及び場所】

【表彰】

日時：令和７年１月18日（土曜日）15時20分～16時00分
会場：hu⁺ｇ MUSEUM(ハグミュージアム)４階キッチンスタジオ

実演審査結果をもとに、金賞（グランプリ）を１チーム、銀賞を２チーム、銅賞を３チーム、
おむすび賞（簡単かつ短時間で作れる料理）を１チーム及び大阪ガスネットワーク賞を１チ
ームに授与する予定です。

「プレスリリース」近畿農政局ウェブサイト
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/241213.html

近畿農政局消費・安全部消費生活課 担当者：田村、白山、脇坂
ダイヤルイン：075-414-9771

【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

【京都からの実演審査参加チーム及び作品】
・グリルで時短・簡単！「京都×大阪モーニング」（チームKCN 京都栄養医療専門学校）
・宇治香る２度楽しめる贅沢朝ごはん（宇治っこ 京都文教短期大学）

https://www.youtube.com/watch?v=6a-iPgO_2rA
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/video/b10.html
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/241213.html
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お問合せ先：近畿農政局京都府拠点

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 TEL：075-414-9015
ホームページ：https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/index.html

【年計調査】

https://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html「統計情報」農林水産省ウェブサイト

【ウェブサイトアドレス】

○12月13日 令和５年林業経営統計調査結果
〇12月10日 作物統計調査 令和６年産水稲の収穫量
○11月26日 作物統計調査 令和６年産びわ、おうとう、うめの結果樹面積、収穫量及び出荷量
〇11月26日 作物統計調査 令和６年産麦類（子実用）の作付面積及び収穫量
〇11月19日 作物統計調査 令和６年産水稲の作付面積及び10月２５日現在の予想収穫量

【ウェブサイトアドレス】

農林水産省では食育の一環として、こども食堂・こども宅食への政府
備蓄米の無償交付を行ってきましたが、加えて食育活動を支援するフ
ードバンクへの無償交付を実施（令和７年２月頃に申請受付開始を予
定）します。
また、こども食堂・こども宅食への無償交付をさらに利用しやすくする
観点から、提出書類の簡略化などの運用改善を行います。

フードバンクへの政府備蓄米の無償交付等について

【お問い合せ先】

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/b_taisaku/241129.html
「プレスリリース」：農林水産省ウェブサイト

農林水産省 農産局穀物課米麦流通加工対策室 担当者：葛原、久野、齋藤、高松
代表：03-3502-8111（内線4239）ダイヤルイン：03-3502-7950

～最近の各種統計情報の公表について～

【フードバンクへの政府備蓄米の無償交付の実施】

未利用食品を提供しているフードバンクについて、その食育活動を支援する
ため、新たに政府備蓄米の無償交付の対象とします。交付申請の受付体制を
整えた後、令和７年２月頃の申請受付開始を予定しています。

【こども食堂・こども宅食への政府備蓄米の無償交付の運用改善】

次の運用改善について、今後周知や準
備を進め、令和７年１月からの実施を予定
しています。

⚫ こども食堂とこども宅食の交付申請等
の統合と提出書類の簡略化

⚫ こども宅食の取組を行う場合及びこども
宅食とこども食堂の両方の取組を行う
場合は、交付上限数量を600kgに拡大

https://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/b_taisaku/241129.html
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